
訪問系サービスにおける留意点

鹿児島市 長寿あんしん課 長寿施設係

⚫ 訪問介護

⚫ 定期巡回・随時対応型介護看護

⚫ 夜間対応型訪問介護

⚫ 訪問入浴

⚫ 訪問看護

⚫ 訪問リハビリテーション

⚫ 居宅療養管理指導マグマシティPRキャラクター
火山の妖精 マグニョン



根拠法令

• 介護保険法

• 介護保険法施行規則

• 鹿児島市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例 

• 鹿児島市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防
サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例 

• 鹿児島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例

• 鹿児島市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定
地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に
関する条例



留意点① 管理者
◆事業所ごとに常勤の管理者を置かなければなりません。（居宅療養管理指導を除く）

◆管理者が訪問介護員等の他職種を兼務する場合、管理者として勤務した時間は他職種
の常勤換算法による員数に含めることはできません。

◆当該指定サービス事業所の管理者は、当該指定サービス事業所の担当職員その他の従
業者の管理、当該指定サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握、
その他の管理を一元的に行わなければなりません。

◆当該指定サービス事業者の管理者は、当該指定サービス事業所の担当職員その他の従
業者に運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の規
定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとされています。

留意点② 介護予防・生活支援サービス従事者研修会修了者

◆本市が実施する介護予防・生活支援サービス従事者研修会の修了者は、本市の総合事
業である「生活支援型訪問介護サービス」及び「ミニデイ型通所介護サービス」のみ
に従事できる資格です。

◆「指定訪問介護」などで訪問介護員等として従事することは出来ません。



留意点③
虐待の防止等の義務化の経過措置の延長（居宅療養管理指導）

◆居宅療養管理指導について、虐待の防止・業務継続計画の策定等・感染症の予
防及びまん延の防止のための措置の義務化に係る経過措置については、令和９
年３月３１日までに延長されました。

留意点④
医療機関から退院した利用者の計画作成（訪問リハビリテーション）

◆訪問リハビリテーションについて、リハビリテーションを受けていた医療機関
から退院した利用者に係る訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、
医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、リハビリテー
ションの情報を把握することが義務付けられました。



R6.1.22 社会保障審議会介護給付費分科会（第239回）
参考資料１ 令和６年度介護報酬改定における改定事項について（厚生労働省）より 抜粋

訪問介護の同一建物等減算（６年１１月から適用）
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訪問介護の同一建物等減算（６年１１月から適用）



事業所ごみについては、適正に処理されていない事業所が
あることから、適正な処理を行うようにしてください。

○鹿児島市 > 事業所ごみの適正処理（介護保険事業所向け）
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/jigyousyogomi.html

事業所ごみの適正処理

ごみ(廃棄物)

家庭系ごみ

事業系ごみ （事業活動に伴って発生するごみ）

事業系一般廃棄物

事業系ごみのうち、
産業廃棄物以外のごみ

産業廃棄物

事業系ごみのうち、
法令で定められた
20種類のごみ

許可を受けた業者に収集運搬を委託・自ら市の施設へ持込
※産業廃棄物の市の施設への持込はできません

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/jigyousyogomi.html


【鹿児島市】

◆事業所関係（鹿児島市の指定事業所向け）
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenko/fukushi/kaigo/jigyosha/index.html

◆鹿児島市からの感染症に関する届出等
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/kaigohoken/corona.html

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/shisetsu/rinjijigyouseigen.html

【WAMNET（ワムネット）】

◆介護保険最新情報
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail-list?bun=020060090

◆介護サービス関係Ｑ＆Ａ集
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html

【参考】ホームページ紹介
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